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介護サービス事業者の指定(許可)更新申請のしおり 

 

１ 指定(許可)更新制度について 

 (1) 概要 

平成１８年４月施行の介護保険法の改正により、サービスの質の確保・向上を目的と

した指定(許可)の更新制が導入され、介護サービス事業者（一部を除く）は、６年ごと

に指定(許可)の更新を受けなければ、有効期間満了により指定(許可)の効力を失うことに

なり、介護報酬を請求することができません。 

指定(許可)の更新を受けるためには、指定(許可)更新申請をしていただく必要がありま

すが、人員・設備・運営などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員

等が過去に指定取消処分を受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは、指定

更新(許可)を受けることができません。 

 

 (2) 指定(許可)の有効期間について 

指定(許可)の有効期間は、原則、指定日から６年となります。 

指定日と事業開始予定日は必ずしも同一ではありませんので、指定通知文をよくご確

認の上、指定の有効期間内に指定更新申請を行ってください。 

 

 (3) 指定（更新）における欠格事由について 

   事業所において、人員欠如など指定基準が満たされていない場合や、申請者（法人）、

法人役員、管理者等について、次に該当する場合は指定（更新）を受けることはできま

せん。 

  ①禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者 

  ②介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わ

るまでの者 

  ③指定(許可)の取消から５年を経過しない者 

  ④株式会社、持分会社で形成される同一法人グループに属する法人であって、かつ密接

な関係を有する法人が指定取消を受けたことにより連座制が適用され、その取消処分

を受けた日から５年を経過しない者 

⑤指定(許可)の取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、そ

の届出日から５年を経過しない者 

  ⑥道または市町村による立入検査後、１０日以内に指定権者から聴聞決定予定日が通知

された場合であって、聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日

から５年を経過しない者 

  ⑦５年以内に介護保険サービスに関し、不正又は著しく不当な行為をした者 
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 (4) 指定更新をする必要がない事業者について 

   次の「みなし指定」の介護サービス事業者は、指定更新の申請手続きを行う必要はあ

りません。 

   また、病院又は診療所の開設者が「みなし指定」ではなく通常の申請により指定を受

けた通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、有効期

間の満了の日の翌日から「みなし指定」に切り替わるので、指定更新手続きは不要です。 

  ①保険医療機関（病院・診療所）が行う訪問看護・介護予防訪問看護、訪問リハビリテ

ーション・介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養

管理指導、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

  ②保険薬局が行う居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

  ③介護老人保健施設が行う訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション、

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護・介

護予防短期入所療養介護 

  ④介護医療院が行う訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション、通所

リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護・介護予

防短期入所療養介護 

    

 (5) 休止中の事業者について 

   休止中の事業者は、人員基準が欠如しているなど、指定基準を満たしていないため、

そのままでは指定(許可)の更新ができません。 

   現在の指定(許可)の継続を希望する場合は、指定基準を満たした上で、再開届出書を

提出していただく必要があり、指定(許可)の有効期限までに再開されない場合、指定は

失効となります。 

 

 (6) 指定(許可)更新手続きを有効期間内に行わなかった事業所について 

   指定(許可)の有効期限経過後に提出された指定(許可)更新申請書は受理できません。 

当然、現指定(許可)は失効となりますので、サービス利用者や居宅介護支援事業所な

どの関係事業者に対して問題が生じないよう、必要な対応を速やかに行ってください。 

事業所においては、このような事態が生じることのないよう、指定(許可)の有効期間

がいつまでなのかをしっかりと把握し、余裕を持って確実に手続きが行われるよう十分

ご注意ください。 

 

２ 指定(許可)更新申請の手続きについて 

 (1) 受付期間 

  ① 原則として、指定(許可)有効期間満了日の属する月の前々月から、北海道から別途
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通知する提出期限までを受付期間とします。 

指定(許可)有効期間満了日の属する月の前々月に、北海道から「介護サービス事業

者の指定(許可)更新申請について（通知）」を送付しますので、通知に記載する提出期

限までに、申請書類一式を提出してください。 

② 指定(許可)有効期間満了日の前々月中に「介護サービス事業者の指定(許可)更新申請

について（通知）」が届かない場合であっても、通知の受領の有無に係わらず有効期

間満了日の１４日前までに、必ず申請手続きを行ってください。 

 

    〈受付期間の例〉 

               

                  

             

        

 

             

 

 

 

 

 (2) 提出方法 

   電子申請・届出システム、郵送または直接持参により提出してください。 

   なお、郵送による場合は簡易書留とし、封筒宛名面隅に「指定更新申請書在中」と朱

書きしてください。 

 

 (3) 提出部数 

   申請書、添付書類ともに１部提出してください。 

   なお、複数の介護サービス事業を行っている事業者においては、それぞれのサービス

種別ごとに申請書が必要となります。 

 

 (4) 提出先 

各介護サービス事業所の所在地を所管する各総合振興局（振興局）となります。 

※さらにサービスの種別によって提出先が異なります。 

○福祉系サービス ・・・ 総合振興局（振興局）保健環境部社会福祉課 

   ○医療系サービス ・・・     〃   保健環境部保健行政室企画総務課 

                                〃    保健環境部地域保健室企画総務課 

北海道から「指定

(許可)更新申請に

ついて」通知発出 

２月１日以降 ２月１日以降 道が指定する日（通知がな

い場合は有効期限の１４日前） 

指定(許可)の有効期限日が４月１日 ～ ４月３０日の場合 

 

指定(許可)申請受付

期限 

 

指定(許可)申請受付

開始 
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   【提出先一覧】 

部 課 名 所 在 地 電話番号 

空知 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 岩見沢市８条西５丁目 ０１２６－２０－０１０１ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 岩見沢市８条西５丁目 ０１２６－２０－０１０９ 

総合振興局保健環境部滝川地域保健室企画総務課 滝川市緑町２丁目３－３１ ０１２５－２４－６２０１ 

総合振興局保健環境部深川地域保健室企画総務課 深川市２条１８番６号  ０１６４－２２－１４２１  

石狩 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 江別市錦町４番地１ ０１１－３８３－２１１１ 

振興局保健環境部室社会福祉課 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館５Ｆ ０１１－２０４－５９０３  

振興局保健環境部千歳地域保健室企画総務課 千歳市東雲町４丁目２番地  ０１２３－２３－３１７５  

後志 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 倶知安町北１条東２丁目 ０１３６－２３－１９５８ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 倶知安町北１条東２丁目  ０１３６－２３－１９３６  

総合振興局保健環境部岩内地域保健室企画総務課 岩内町字清住２５２－１  ０１３５－６２－１５３７  

胆振 
総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 

室蘭市海岸町１丁目４番１号むろら

ん広域センタービル 
０１４３－２４－９８４７ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 
室蘭市海岸町１丁目４番１号むろら

ん広域センタービル  
０１４３－２４－９８４２  

総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室企画総務課 苫小牧市若草町２丁目２番２１号  ０１４４－３４－４１６８  

日高 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 浦河町東町ちのみ３丁目１番８号 ０１４６－２２－３０７１  

振興局保健環境部社会福祉課 浦河町栄丘東通５６  ０１４６－２２－９０３２  

振興局保健環境部静内地域保健室企画総務課 新ひだか町静内こうせい町２丁目８番１号 ０１４６－４２－０２５１  

渡島 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 函館市美原４丁目６番１６号 ０１３８－４７－９０１２ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 函館市美原４丁目６番１６号 ０１３８－４７－９５３６ 

総合振興局保健環境部八雲地域保健室企画総務課 八雲町末広町１２０番地 ０１３７－６３－２１６８ 

檜山 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 江差町字本町６３番地 ０１３９－５２－１０５３ 

振興局保健環境部社会福祉課 江差町字陣屋町３３６－３ ０１３９－５２－６６５４ 

上川 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 旭川市永山６条１９丁目１番１号 ０１６６－４６－５９８８ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 旭川市永山６条１９丁目１番１号 ０１６６－４６－５９８５ 

総合振興局保健環境部名寄地域保健室企画総務課 名寄市東５条南３丁目６３番地３８ ０１６５４－３－３１２１ 

総合振興局保健環境部富良野地域保健室企画総務課 富良野市末広町２番１０号 ０１６７－２３－３１６１ 
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部 課 名 所 在 地 電話番号 

留萌 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 留萌市住之江町２丁目１－２ ０１６４－４２－８３２６ 

振興局保健環境部社会福祉課 留萌市住之江町２丁目１－２ ０１６４－４２－８３１９ 

宗谷 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 稚内市末広４丁目２－２７ ０１６２－３３－２９７６ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 稚内市末広４丁目２－２７ ０１６２－３３－２９８７ 

ｵﾎｰﾂｸ 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 網走市北７条西３丁目 ０１５２－４１－０６９５ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 網走市北７条西３丁目 ０１５２－４１－０６９０ 

総合振興局保健環境部北見地域保健室企画総務課 北見市青葉町６番６号 ０１５７－２４－４１７１ 

総合振興局保健環境部紋別地域保健室企画総務課 紋別市南が丘町１丁目６番地 ０１５８－２３－３１０８ 

十勝 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 帯広市東３条南３丁目１ ０１５５－２６－９０７３ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 帯広市東３条南３丁目１ ０１５５－２７－８５１８ 

釧路 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 釧路市城山町２丁目４番２２号 ０１５４－６５－５８１７ 

総合振興局保健環境部社会福祉課 釧路市浦見２丁目２番５４号 ０１５４－４３－９２５４ 

根室 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 根室市弥栄町２丁目１番地 ０１５３－２３－５１６１ 

振興局保健環境部社会福祉課 根室市常盤町３丁目２８番地 ０１５３－２３－６９１５ 

振興局保健環境部中標津地域保健室企画総務課 中標津町東１条南６丁目１番地３ ０１５３－７２－２１６８ 

※ 政令市・中核市（札幌市・函館市・旭川市）については、当該市が窓口となります。 

※ 北海道ではなく市町村などから、居宅サービス事業者等の指定を受けている場合、

指定更新の扱いは次のとおりです。よって、指定更新の申請手続きはそれぞれの申請

先にご確認ください。 

             ①   登別市、北斗市、松前町、今金町、南富良野町、名寄市、芽室町、下川町、苫前

町、中頓別町、湧別町、鹿追町及び利尻富士町に所在する居宅サービス事業所・指

定介護予防サービス事業所に係る指定更新の申請は、それぞれの市町村へ行います。 

             ② 空知中部広域連合内（歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜

町）に所在する訪問介護事業所、訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）事業所、

通所介護事業所の指定更新の申請は、同広域連合へ行います。  

③   北斗市、松前町、今金町、南富良野町、滝上町、芽室町、下川町、苫前町、中頓

別町、湧別町、鹿追町及び利尻富士町に所在する指定介護老人福祉施設の指定更新

の申請は、それぞれの市町村へ行います。 

④ 芽室町、下川町、苫前町、中頓別町、湧別町、鹿追町及び利尻富士町に所在する介

護老人保健施設の指定更新の申請は、それぞれの市町村へ行います。 

    ⑤ 地域密着型サービス事業所に係る指定更新の申請は、指定（みなし指定含む）を受

けている市町村へ行います。（複数の市町村から指定を受けている場合は、道庁高齢

者保健福祉課のホームページに掲載しているＱ＆Ａ（北海道作成）のＱ１１を参照

してください。） 
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⑥ 平成 30 年 4 月以降、居宅介護支援事業所に係る指定権限は、各市町村に移譲さ

れましたので、指定更新の申請は、それぞれの市町村へ行います。 

 

 (5) 申請書等の様式について 

   指定(許可)更新申請書ほか以下でお示しする各種様式については、道庁高齢者保健福祉課

のホームページに掲載しております。 

様式をダウンロードできない場合は、各総合振興局（振興局）に様式を用意しております

ので、御来庁願います。 

 【公開先】アドレス: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/koshinyoshiki.html 

 

 (6) 指定(許可)の更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合 

   指定(許可)更新申請書と併せて変更届出書（別記様式第一号（五））を提出してください。 

この場合、指定(許可)更新申請書は、変更届出書による変更後の内容で作成してください。 

また、過去に変更届出が必要だった事由について、変更届出書の提出漏れが判明した場合

についても同様の扱いとしますが、その場合は、変更届出遅延理由書（任意様式）も併せて

提出してください。 

 

 (7) 指定(許可)更新申請後の手続き 

指定(許可)更新申請書を提出後、更新決定等がされるまでの間において、変更事由等が生

じた場合の取り扱いは次のとおりです。 

  ① 更新申請書記載内容変更届 

    指定(許可)更新申請後、変更事由が生じた場合は、変更届出書の提出と同時に指定更新

申請書等の差し替えが必要となります。 

  ② 指定（許可）更新申請取下書 

    指定(許可)更新申請後に申請を取り下げる場合は、理由を付して「指定（許可）更新申

請取下書」を提出してください。 

 

 (8) 審査について 

  ① 書面審査 

    提出していただいた指定(許可)更新申請書及び添付書類をもって審査します。 

    なお、提出された申請書類について、内容確認のため電話や文書により照会させていた

だくことがありますので、事業所においては必ず申請書の副本を控えておいてください。 

  ② 現地調査 

    必要に応じて人員基準（従業者の勤務内容または雇用状況など）が満たされているかを

確認するため実施します。 

 

 (9) 審査の結果について 

   審査の結果、指定(許可)更新に必要な要件を満たすと認められた場合は、指定(許可)の有

効期間の満了日までに「指定(許可)更新通知書」を送付します。 
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   なお、申請書に係る書類の差し替え等で期間を要した場合、有効期間満了日までに「指定

(許可)更新通知書」が送付されない場合がありますので、御了承ください。 

    

 (10)その他参考 

   指定(許可)の更新は、基本的に新規の指定(許可)申請と同様の扱いとしております。 

本しおりで特段定めのないもの及び変更届が必要な場合の手続き方法については、道が作

成しました「指定手続手引書」を参考とするとともに、ご不明な点は、事業所所在地を所管

する総合振興局（振興局）などにお問い合わせください。 

なお、「指定手続手引書」は道庁高齢者保健福祉課のホームページからダウンロードが可

能ですので、ご活用ください。 

【公開先】アドレス：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/kaigoshitei/134776.html 

 

３ 更新申請書類の作成方法 

 (1) 更新申請に必要な書類 

「居宅サービス・介護保険施設」と「介護予防サービス」では、取り扱いが異なります。 

概要は次のとおりとなります。サービス毎の詳細については、P９～１０の「指定（許可）

更新申請に必要な書類一覧」をご確認ください。（下記は訪問介護の例です） 

① 居宅サービス・介護保険施設（Ｐ９参照） 

指定更新における必須書類 

・申請書 ・誓約書 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

・資格証 ・雇用契約書等 

・付表 ・別添（添付書類一覧表） 

変更がない場合は省略 

・登記事項証明書又は条例等 ・運営規程 

・事業所の平面図 ・サービス提供責任者の経歴書 

② 介護予防サービス 

ア 居宅サービスと同一事業所で一体的に運営する介護予防サービス 

（Ｐ１０参照）  

指定更新における必須書類 ・申請書 ・誓約書 

イ 単独で運営する介護予防サービス（Ｐ９参照） 

① 同様の書類が必要です。 
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   ③ 居宅サービスと同一事業所で一体的に運営する介護予防サービスを同時に 

更新申請する場合。（①と②の組み合わせになります。） 

指定更新における必須書類 居宅サービス等 介護予防サービス 

・申請書 

・誓約書 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態 

・資格証 

・雇用契約書等 

・付表 

・別添（添付書類一覧表） 

・登記事項証明書又は条例等 

・事業所の平面図 

・サービス提供責任者の経歴書 

・運営規程 

必須 

必須 

必須 

必須 

必須 

必須 

必須 

変更がある場合のみ 

変更がある場合のみ 

変更がある場合のみ 

変更がある場合のみ 

必須 

省略可（左記と兼用） 

不要 

不要 

不要 

不要 

不要 

不要 

不要 

不要 

不要 

     

(2) 申請書類の作成方法等 

申請書及び関係書類は、申請日現在で作成してください。 

   変更事項があった場合の取り扱いは、本しおりの２の(6)「指定(許可)の更新申請と同時

期に変更届出事由が生じた場合」を参考としてください。 

書類の種類 様  式 備  考 

指定(許可)更新申請書 
別記様式第一号 

（二） 

記載要領を参考に作成願います。 

※記載要領は道庁高齢者保健福祉課のホー

ムページからダウンロードが可能です 
付表 

付表第一号 

（一）～（十七） 

添付書類・チェックリ

スト（別添） 

別添 付表第一号 

（一）～（十七） 

添付書類 標準様式ほか 
指定(許可)更新申請に必要な書類一覧（チェ

ック用）参照 

  

 

 



訪
問
介
護

訪
問
入
浴

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

通
所
介
護

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
老
人
福
祉
施
設

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

参
考
様
式
の
有
無

病院
診療所

病院
診療所
老健
医療院

病院・診
療所・薬
局

病院
診療所
老健
医療院

老健
医療院

番号 添付書類 様式

1 指定更新申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
全サービス共通

（別記様式第一号（二））

2 各サービス類型ごとの付表 ◎1 ◎2 ◎3 ◎4 ◎5 ◎6 ◎7 ◎
8～10

◎11 ◎12 ◎13 ◎14 ◎15 ◎16 ◎17

3
各サービス類型ごとの添付書類・チェック
リスト（別添）

◎1 ◎2 ◎3 ◎4 ◎5 ◎6 ◎7 ◎
8～11

◎11 ◎12 ◎13 ◎14 ◎15 ◎16 ◎17

4 登記事項証明書又は条例等 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 標準様式１

6
訪問看護ステーション管理者の免許証の
写

◎
(注2)

7 計画作成担当者の経歴書 ◎ 参考様式１

8 サービス提供責任者の経歴書 ● 参考様式１

9 経験看護師等の経歴書
◎
(注5)

参考様式１

10 事業所・施設の平面図 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 標準様式３

11 居室（病室）面積等一覧表 ● ● ● ● ● ● 参考様式２

12 設備･備品等一覧表 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 標準様式４

13 併設する施設の概要 ● ● ● 参考様式４

14 施設の共用の場合の利用計画 ● 参考様式５

15
敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲
の見取図

●

16 運営規程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17
協力医療機関(協力歯科医療機関)との
契約の内容

● ● ● ● ●

18
関係市町村並びに他の保健・医療・福祉
サービスの提供主体との連携の内容

19
福祉用具の保管及び消毒の方法
(他に委託する場合はその状況)

●

20
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業
所の名称等並びに当該事業者の名称等

● 標準様式２

21 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 標準様式６

22 介護支援専門員の氏名及び登録番号 ◎ ◎ ◎ ◎ 標準様式７

23 資格を証明する書類 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

24
雇用契約書、雇用証明書または雇用確
約書（契約実態の分かるもの）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
参考様式６－１
または６－２

25 変更届出書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 別紙様式第一号（五）

指定(許可)更新申請に必要な書類一覧（居宅サービス等用）

（注１）　みなし指定の対象事業者については，申請の必要はありません。
（注２）　訪問看護ステーションの場合にのみ添付が必要です。
（注３）　診療所で行う場合にのみ該当。

サービスの種類

みなし指定の対象　　　　　　(注１）

◎印：　必ず添付する書類
●印：　変更届出済みのもの及び開設許可事項の変更を申請し既に許可を得たものから、現在変更がない場合は省略が可能。
☆印：　変更事項がある場合に提出が必要。

付表第一号（各番号は付表
及び別添の番号に対応して
おります。）



介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
特
定
福
祉
用
具
販
売

参
考
様
式
の
有
無

病院
診療所

病院
診療所
老健
医療院

病院・診
療所・薬
局

病院
診療所
老健
医療院

老健
医療院

番号 添付書類 様式

1 指定更新申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
全サービス共通

（別記様式第一号（二））

2 各サービス類型ごとの付表

3 各サービス類型ごとの別添（更新用）

4 申請者の登記簿謄本又は条例等

5
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
表

6
訪問看護ステーション管理者の免許証
の写

7 計画作成担当者の経歴書

8 サービス提供責任者の経歴書

9 経験看護師等の経歴書

10 事業所・施設の平面図

11 居室（病室）面積等一覧表

12 設備･備品等一覧表

13 併設する施設の概要

14 施設の共用の場合の利用計画

15
敷地の面積及び平面図並びに敷地周
囲の見取図

16 運営規程

17
協力医療機関(協力歯科医療機関)との
契約の内容

18
関係市町村並びに他の保健・医療・福
祉サービスの提供主体との連携の内容

19
福祉用具の保管及び消毒の方法
(他に委託する場合はその状況)

20
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業
所の名称等並びに当該事業者の名称等

21 誓約書（注２） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 標準様式６

22
介護支援専門員の氏名及び登録番号
（注２）

◎ 標準様式７

23 資格を証明する書類

24
雇用契約書、雇用証明書または雇用確
約書（契約実態の分かるもの）

25 変更届出書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 別紙様式第一号（五）

指定(許可)更新申請に必要な書類一覧（介護予防用）

※　介護予防単独で運営する事業所は、前頁の（居宅サービス等用）を参照してください。

（注１）　みなし指定の対象事業者については，申請の必要はありません。
(注２）　一体的に運営する居宅サービス事業所と同時に更新申請する場合は、省略してください。

サービスの種類

みなし指定の対象　　　　　　(注１）


